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公 立 大 学 法 人 秋 田 公 立 美 術 大 学 海 外 の 大 学 お よ び

研 究 機 関 等 と の 協 定 に 関 す る 規 程

平成27年５月22日

規 程 第 1 7 号

（趣旨）

第１条 この規程は、公立大学法人秋田公立美術大学国際交流基本方針に

基づき、秋田公立美術大学（以下「本学」という。）と海外の大学およ

び研究機関等（以下「海外の大学等」という。）との国際交流協定（以

下「協定」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第２条 協定は、双方における教育水準および学術研究の向上を図り、教

職員および学生の国際的な学術交流を積極的に推進し、もって本学の国

際化に資することを目的とする。

（選定条件）

第３条 前条の目的を達成するため、協定を締結しようとする海外の大学

等は、次の基準により選定する。

( 1 ) 本学の基 本 理 念 お よ び 国 際 交 流 に お け る 目 的 を 理 解 し 共

有 で き る こ と 。

( 2 ) 本学の学 生 お よ び 教 職 員 等 の 交 流 や 学 術 研 究 の 推 進 が 特

に 期 待 で き る こ と 。

( 3 ) 本 学 お よ び 地 域 の 文 化 交 流 の 促 進 と 貢 献 が 特 に 期 待 で

き る こ と 。

( 4 ) 交 流 に 当 た り 、 健 全 か つ 安 全 、 安 心 で あ る と 認 め ら れ

る こ と 。

( 5 ) 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 本 学 の 国 際 化 に 寄 与 す る

と 認 め ら れ る こ と 。

（ 選 定 方 法 お よ び 決 定 ）

第 ４ 条 協 定 を 締 結 し よ う と す る 海 外 の 大 学 等 は 、 秋 田 公 立
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美 術 大 学 学 則 （ 平 成 2 5年 公 立 大 学 法 人 秋 田 公 立 美 術 大 学 規

程 第 １ 号 。 以 下 「 学 則 」 と い う 。） 第 ５ 条 の ２ に 規 定 す る 国

際 交 流 セ ン タ ー か ら の 推 薦 を 受 け 、 理 事 長 が 、 理 事 会 の 議

を 経 て 、 こ れ を 決 定 す る 。

（ 協 定 の 種 類 ）

第 ５ 条 協 定 の 種 類 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

( 1 ) 本 学 と 海 外 の 大 学 等 と の 間 で 締 結 す る 大 学 間 交 流 協 定

( 2 ) 本 学 の 学 部 も し く は 大 学 院 又 は 特 定 の 専 攻 も し く は 学

則 第 ３ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 特 定 の セ ン タ ー と 海 外 の 大 学

等 又 は 海 外 の 大 学 等 の 特 定 部 局 と の 間 で 締 結 す る 部 局（ 専

攻 ） 間 協 定

( 3 ) 限 定 的 又 は 短 期 間 の 交 流 事 業 協 定

（ 令 和 ６ 規 程 16・ 一 部 改 正 ）

（ 協 定 の 内 容 お よ び 有 効 期 限 ）

第 ６ 条 協 定 の 内 容 は 、協 定 締 結 先 と の 協 議 に よ り 決 定 す る 。

２ 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 先 と の 協 議 に よ り 決 定 す る 。

た だ し 、 ５ 年 間 を 超 え る こ と は で き な い 。

３ 協 定 の 有 効 期 間 は 、 協 定 締 結 先 と の 協 議 に よ り ､協 定 の

有 効 期 間 を 更 新 す る こ と が で き る 。

（ 協 定 の 停 止 又 は 破 棄 ）

第 ７ 条 協 定 締 結 後 、 協 定 締 結 先 が 、 第 ３ 条 に 定 め る 基 準 に

合 致 し な い と 判 明 し た と き は 、 当 該 協 定 を 停 止 ま た は 破 棄

す る 。

２ 協 定 締 結 先 が 所 在 す る 地 域 に お い て 、 紛 争 の 発 生 、 伝 染

性 疾 病 の ま ん 延 等 、 健 全 か つ 安 全 、 安 心 に 国 際 交 流 事 業 を

遂 行 す る こ と が で き な い と 判 断 で き る 事 由 が 発 生 し た と き

は 、 当 該 協 定 を 停 止 又 は 破 棄 す る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 ８ 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 海 外 の 大 学 等 と の 協

定 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 長 が 別 に 定 め る 。
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附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 27年 ５ 月 22日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 規 程 第 10号 ）

こ の 規 程 は 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 30年 1 1月 2 7日 規 程 第 1 4号 ）

こ の 規 程 は 、 平 成 30年 1 1月 2 7日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 規 程 第 16号 ）

こ の 規 程 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ６ 年 ９ 月 27日 規 程 第 16号

こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。）




